
宇都宮市景観計画の変更について
宇都宮市景観計画のゾーニングの変更

【趣旨】
宇都宮市景観計画のゾーニングの変更について諮るもの

議案第１号
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⑴ 現状
・景観計画では，上位計画である都市計画マスタープランと整合を図り，⼟地利⽤の状況等か

ら５つのゾーンに分け，景観特性に応じて，緩やかな規制・誘導を⾏い，地域の特徴である景

観資源を活かした良好な景観づくりを推進している。

・現在の都⼼景観ゾーンは，都⼼環状線の内側を区域として，宇都宮の「顔」に相応しい景観

が形成されるよう，景観形成の⽅向性を⽰し，取組みを推進している。

⑵ 課題
・ＪＲ宇都宮駅東口のまちびらきによる拠点の形成やLRTの開業などにより，都⼼景観ゾーン

の外側の住宅地景観ゾーンにおいても民間開発が活発化するなど，景観を取り巻く環境が変化

することで，現状のゾーニングとの相違が生じる恐れがある。

・都⼼部については，関連する計画である「宇都宮市立地適正化計画」において高次な都市機

能が誘導されるとともに，「宇都宮市都⼼部まちづくりプラン」においても，人中⼼の居⼼地

の良い空間の形成のまちづくりが推進されることで，都⼼環状線の外側においても都⼼の景観

特性を要するエリアがさらに拡大する可能性がある。

関連する計画等 区域

宇都宮市立地適正化計画 高次都市機能誘導区域
(市の中⼼部に配置・形成し，都市の活力や競争力をけん引する「都市拠
点」を核に，「中⼼市街地活性化計画」の区域と⼟地利⽤(商業地域)を勘
案した場所に高次で多様な都市機能を集積する区域)

宇都宮市都⼼部まちづくり貢献開発支援事業

高度利⽤地区指定⽅針

宇都宮市都⼼部まちづくりプラン 施策を重点的に展開する都市拠点内の枢要なエリア
(駅西側の大通り沿線を中⼼に，都⼼環状線や高次都市機能誘導区域，都
⼼部地区市街地総合再生計画等を考慮したエリア）
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⑷ ゾーニングの変更（都心景観ゾーンの区域の変更）

都⼼景観ゾーン 住宅地景観ゾーン都⼼景観ゾーン

【変更前】 【変更後】

※住宅地景観ゾーンとは・・・主に市街化区域内のゾーンで，住宅地又は住宅と店舗等との混在するゾーン

⑶ 対応方針
社会環境の変化に対応するとともに，NCCを具現化するため，高次な都市機能の誘導による都市拠点の形成を，

より推進する区域と一体的となり，良好な景観形成の取組みを推進することで，都⼼部において質の高い都市空

間が創出されるよう，現在の都⼼景観ゾーンを見直し，統一的な景観形成を進める。

住宅地景観ゾーン
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変更後の都⼼景観ゾーン

（都⼼環状線内）

現在の都⼼景観ゾーン

（都⼼環状線内）

住宅地景観ゾーン

≪参考≫
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⑸ 変更に伴う影響と効果

影響 ・色彩景観ガイドラインの望ましい色彩の範囲が変わる。【誘導基準】
＊景観形成の特性を踏まえたゾーニングに沿った色彩の誘導基準に変更

効果 ・洗練されたイメージを損なわないような明るい色彩を基調とし，個性や魅力
が光るアクセント色を効果的に⽤いることで，賑わいのある都市景観に誘導す
ることができる。（住宅地⇒都⼼）
・低彩度の色彩を使⽤することで，落ち着きのある飽きのこない色彩景観に誘
導することができる。（都⼼⇒住宅地）
・他施策との整合を図ることができるため，質の高い都⼼部の景観形成を一体
的に⾏うことができる。

【変更点】
・景観計画に基づく⾏為の制限（景観形成基準）については，変更無し

【規制・誘導基準】
・色彩景観ガイドラインの色彩誘導の基準については，変更有り【誘導基準】
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≪参考≫
建築物等における
望ましい色彩の範囲
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【都⼼景観ゾーン】 【住宅地景観ゾーン】
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⑹ 変更に係る景観計画本編の修正箇所

(変更案)(現⾏)
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⑹ 変更に係る景観計画本編の修正箇所

(現⾏) (変更案)
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⑹ 変更に係る景観計画本編の修正箇所
(変更案)
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⑺ 経過とスケジュール

令和５年１１月 宇都宮市景観審議会(諮問)

令和５年１２月 パブリックコメント実施
(12/1～12/22)(意見なし)

令和６年 １月 宇都宮市景観審議会(答申)

令和６年 ２月 都市計画審議会

令和６年 ３月 告示

令和６年 ４月 施行


